
富山県弁護士会ニュース No.1 R6.1.9発行

富山県弁護士会 ０７６－４２１－４８１１
（受付：平日 午前１０時～午後４時）

※ 受付後、担当弁護士より折り返しご連絡差し上げます。

再建までの流れ（例）

自宅などの被害状況を

写真・動画を撮影して
記録

加入している火災保険・
共済に連絡

り災証明書を
市町村役場に申請する

自宅の片付け等を
ボランティアセンターに

相談する

り災証明書を入手して
生活再建の方法を

焦らずじっくり検討する

り災証明書を申請しよう

修理等は焦らずに

住まいの支援 お金の支援 借入れの支援

り災証明書は、役所に申請すると、被害調査の上で、全壊・大規模半壊など
と判定され交付される住宅被害の証明書です。多くの支援制度が、り災証明
書と結びついているため、り災証明書の申請は再建のスタートになります。
最初の判定に疑問があれば、再調査や二次調査も可能なので、発行した自治
体に相談してください。
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準
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使える支援制度を見つけよう

 自宅の修理に応急修理制度が使えることがあります。利用前に
自治体に相談が必要です！

 応急修理制度を利用すると、修理後、仮設住宅等に入居できな
くなることがあります。どの制度を利用するかよく検討しま
しょう。

 過去の大災害では、高額な修理料金を支払った、料金を支払っ
たが業者と連絡が取れなくなった等の災害に便乗した悪質商法
被害が報告されています。契約は慎重に！

ひとりで悩まず、周りの人や専門家に相談を！

無料電話相談
実施中

安全優先
無理をせず

不明なら自然災害等
損保契約照会センター等

に連絡を

支援制度の
出発点！

R6能登地震版

※ ここに記載された情報は令和6年1月９日時点のもので、その後、変更が生じる可能性があります。

日本には、数えきれないほど
の支援制度があります。どん
な制度があり、どれを利用で
きるか確認しながら、生活再
建の方法を検討していきましょう。
詳しくは、「被災者支援情報サポートページ（ひさぽ）」の中の「被災者
支援チェックリスト」で確認いただけます。裏面もご参照ください。

支援制度を知るためのツール

● ひさぽ（被災者支援情報さぽーとぺーじ）
被災者支援カード、被災者支援チェックリストなど
http://naganokai.com/hisapo/

● 富山県 令和6年能登半島地震による被災者支援パッケージ
https://www.pref.toyama.jp/1900/bousaianzen/noto_jishin_shien.html

● 富山県弁護士会
弁護士会ニュース、無料相談会のお知らせなど https://tomiben.jp/
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https://www.pref.toyama.jp/1900/bousaianzen/noto_jishin_shien.html
https://tomiben.jp/


日本には、数えきれないほどの支援制度があります。
詳しくは、「ひさぽ」の中の「被災者支援チェックリスト」で確認いただけますが、まずは、代表的な支援制度だけでもいく
つかカード形式で確認しておきましょう。

自宅を修理する
場合の補助や支援
はありますか？

■ 主に全壊した住宅等の解体・撤去が公費負担になる
制度

■ 災害や自治体によっては半壊以上に対象が拡大さ
れることも

■ 申請締切にも注意

■ 準半壊以上の人が対象
■ 必ず修理前に自治体に相談して下さい
■ 仮設住宅との併用禁止にも注意

修理、建替、
住宅購入など

被災後の再建の費用を
借りられる制度は？

■ 住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）に相談を
■ ６０歳以上なら高齢者向け返済特例も。ポイントは↓

● 毎月の返済は利息のみ。抵当権設定が必要です。
● 元金は死亡時に、相続人の一括返済か、不動産の
売却代金等で支払う。債務が残っても相続人に支払
義務は生じない。

災害で収入が減
り、ローン支払い

が困難になったときの支
援は？

■ ブラックリストに載らず、ローンの減額・免除が可能
■ 無料で手続支援を受けられる
■ 財産も手元に（一部）残すことが可能

壊れた建物の
解体費用や撤去費用の支援
は何かありませんか？

代表的な支援制度を知っておこう

各制度には、災害の種類、お住まいの自治体、所得などにより
使えないものもありますし、発表が遅いものもあります。
常に情報をチェックして、わからないときは自治体に相談を。

損害を受けた
被災者に対し
て所得税や

住民税を軽減する制度
はありますか？

■ 医療費控除の制度と類似した制度です
■ 保険でカバーされない損害分が所得から控除されま

す
■ 確定申告が必要です

富山県弁護士会 被災者無料電話相談
０７６－４２１－４８１１（受付：平日 午前１０時～午後４時）

※ 受付後、担当弁護士から折り返しお電話致します。

無料電話相談も
ご活用ください！

http://naganokai.com/hisapo/
http://naganokai.com/sien/
https://www.jhf.go.jp/activity/06.html
https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/saigai_higashi_revmo/index.html
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm

